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設計概要

消防法(昭和23年7月24日法律第186号)第17条の3の3に基づく点検業務委託
機器点検及び総合点検
松戸市立第一中学校ほか１８校(６０台)

委託価格 一金 円

委託費計 一金 円

委託名称 松戸市立中学校・高等学校避難器具（救助袋）点検業務委託

委託場所 松戸市立第一中学校ほか１８校 委託期間
令和８年　　月　　日

令和９年　３月２３日

設計者 設計内容審査済学校教育部長 審議監 課　長

委　託　設　計　書 委託方法 請 負

所属部課名 みらい教育創造部　学校施設課 設計年月日 令和8年5月 年度科目 令和８年度



委託費計

消費税及び地方消費税
（10％）

委託価格

諸経費 式 1

第２表参照

事業費（計）

第１表参照

機器点検および総合点検 　 台 60

単　　価 金　　額 摘　　要

委託費 機器点検 　 台 60

内　　訳　　書

費　目 工　　　種 種　別 細別 単位 数　量



１台当たり

小計

諸雑費 式 1

普通作業員 人

特殊作業員 人

第１表 　機器点検　　（１０台当たり単価表）

名　称 種　類 規　格　寸　法 単　位 数　量 単　価 金　額 摘　要



１台当たり

小計

諸雑費 式 1

普通作業員 人

金　額 摘　要

特殊作業員 人

第２表 機器点検および総合点検　　１０台当たり単価表

名　称 種　類 規　格　寸　法 単　位 数　量 単　価



松戸市立中学校・高等学校避難器具（救助袋）点検業務委託仕様書 

 

 

１ 点検対象校および台数 

   別紙のとおり 

 

２ 履行期間 

   契約締結日の翌日から令和９年３月２３日まで 

 

３ 業務内容 

   各点検対象校に設置してある救助袋について、消防法(昭和２３年７月２４日法律第１８６号)

第１７条の３の３ほか関係法令等に基づき、実施する。 

   また、業務開始及び完了の際は、各学校の防火管理者の立会いを必要とする。 

   点検時、不良個所がある場合は、不良個所がわかるように写真を撮影する。 

 

４ 点検時期 

   １回目 機器点検         ７月～８月に実施 

   ２回目 機器点検および総合点検  １月～２月に実施 

 

５ 実施結果の報告 

（１）乙は、各点検実施後、消防法施行規則(昭和３６年４月１日自治省令第６号)に規定されてい

る点検票および救助袋の位置がわかる図を作成し、甲に全学校分を１部、各学校に該当校

分を１部、提出すること。 

（２）不良個所がある場合は、上記点検票に、箇所がわかるように写真を添付すること。 

（３）甲には、（１）の点検票とは別に、各学校の不良個所を、救助袋ごとにまとめた一覧表も

添付すること。 

 

６ 一般事項 

（１）乙は、使用人の行為によって生じた過失は、乙が自ら行ったと同一の責任を負い、自己

の意志でないという理由で、その責任を免れることはできない。 

（２）乙は、作業を実施するに当たって、使用する器材等による児童、生徒の事故が発生しな

いよう、万全の対策を講じなければならない。 

（３）乙は、作業実施中に発見した簡易な破損箇所は、同時に補修するものとする。 

（４）乙は、作業を行なう者の名簿を作成し、作業前に学校に提出すること。 

 

７ その他 

 （１）業務実施中に問題点が発見された場合は、直ちに甲に連絡し指示に従うこと。 

（２）原則として乙は、甲からの要請があった場合は、一日に二校までは学校の避難訓練に協

力をするものとする。ただし、一校あたり一回以内とする。 

（３）本仕様書は、一般的事項を示すものであり、不明な点及び本書に記載されていない事項

については、甲・乙協議して定めるものとする。 

（４）点検の結果は、関係者が消防長又は消防署長に３年に１回、報告すること。 

（５）点検の結果、重大な欠陥がある施設の場合、甲に報告すること。 



点検対象校および台数　一覧

学校
番号

学校名 住所 電話番号 ２Ｆ ３Ｆ ４Ｆ ５Ｆ 合計

1 第一中学校 松戸市岩瀬587番地 363-4171 ― ― 4 ― 4

2 第二中学校 松戸市小山685番地 363-7205 ― 2 2 ― 4

3 第三中学校 松戸市馬橋2,080番地 341-5195 ― 2 2 ― 4

4 第四中学校 松戸市五香西一丁目6番地の1 387-5311 ― ― 2 ― 2

5 第五中学校 松戸市高塚新田380番地 391-2110 1 1 3 1 6

6 第六中学校 松戸市千駄堀1,341番地 343-1208 ― 1 1 1 3

7 小金中学校 松戸市新松戸北二丁目16番地の11 341-0646 ― 1 3 ― 4

8 常盤平中学校 松戸市常盤平七丁目25番地 387-4611 ― 3 ― ― 3

9 栗ケ沢中学校 松戸市小金原九丁目25番地 341-5178 ― 1 3 ― 4

10 六実中学校 松戸市六高台五丁目166番地の1 388-1190 ― 1 1 ― 2

11 小金南中学校 松戸市小金清志町一丁目16番地の1 342-1061 ― ― 1 1 2

12 古ケ崎中学校 松戸市古ケ崎2,515番地の1 366-0420 ― 2 3 1 6

13 牧野原中学校 松戸市五香西四丁目39番地の1 384-3021 ― ― ― 1 1

14 河原塚中学校 松戸市河原塚190番地 391-6161 ― 1 1 1 3

15 根木内中学校 松戸市小金原一丁目30番地 343-1268 ― 2 ― ― 2

16 新松戸南中学校 松戸市新松戸南二丁目124番地 344-0188 ― 1 1 ― 2

17 金ケ作中学校 松戸市金ケ作341番地の15 384-3171 ― 1 1 1 3

18 和名ケ谷中学校 松戸市和名ケ谷1,338番地の1 391-1818 ― 1 1 1 3

19 市立松戸高等学校 松戸市紙敷二丁目7番地の5 385-3201 ― ― 1 1 2

1 20 30 9 60
　

合　計 60 台

小　計
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